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第１ 意見の趣旨 

１ 対象地域を，福島県内の浜通り及び中通りの地域にある採石場及び砂利採取

場に限定すべきでない。 

２ 一般的な暫定基準値は「１００Bq/㎏」，屋外の公共工事に使用される製品の

暫定基準値は「表面線量率が０．２３μ㏜/h以下」と規定されているが，これ

らを測定する測定器については，国が認定した規格に合致するものに限るべき

である。 

３ 屋外の公共工事に使用される製品が出荷可能な場合を，「表面線量率が０．２

３μ㏜/h 以下」と規定し，一般の場合の暫定基準値である「１００Bq/㎏」を

大幅に緩和する以上，当該製品の使用用途が限定される担保が確保されなけれ

ばならない。 

 

第２ 意見の理由 

１ 砕石及び砂利の出荷基準（案）（以下，「本案」という。）は，一般的な暫定基

準値を「１００Bq/㎏」としつつ，屋外の公共工事に使用される製品の暫定基準

値については「表面線量率０．２３μ㏜/h以下」と規定する。 

ところで，上記「０．２３μ㏜/h」は，環境省が定めた除染基準に着目した

数値と思われるが， 環境省が定めた除染基準は，あくまで地表１メートルで測

定した空間線量である。したがって，空間線量率が０．２３μ㏜/h であれば，

その地表の「表面線量率」が「０．２３μ㏜/h」を大幅に超えていることは明

らかである。 

そうである以上，空間線量率が０．２μ㏜/h 以上の地域において，本案が適

用されると解すべきである。 

そこで，空間線量率が０．２μ㏜/h以上の地域に着目すると，文部科学省に

より昨年行われた航空機モニタリング測定結果によれば，広く関東も含まれる

ことになる。したがって，本案の対象地域は，福島県内の浜通り及び中通りの

地域にある採石場及び砂利採取場に限定すべきでない。 

２ 本案は，暫定基準値を「１００Bq/㎏」ないし「０．２３μ㏜/h」と規定する。 

ところが，測定器は高価であり，また市販の測定器は様々な精度を持つもの



が販売されており，業者がいかなる測定器を選ぶかによっては，暫定基準値が

画餅に帰す。 

したがって，測定器については，国が認定した規格に合致するものに限ると

すべきである。 

３ 屋外の公共工事に使用される製品が出荷可能な場合について，一般の場合の

暫定基準値である「１００Bq/㎏」を緩和するのであれば，その製品の使用用途

が限定される担保が確保されなければならない。 

さもなければ，公共工事に使用される製品として出荷されたものが，一般の

場合にも利用されるなどして，暫定基準値を「１００Bq/㎏」と厳しく設定した

ことが無意味になりかねない。 

以上 
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